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１. はじめに 

第三者による特許発行前の情報提供（MPEP 1134-1134.01参照）は、特許プロセキューションに第

三者が限定的にではあるが関与することができる手続であると言えます。この手続は、広く一般に公

衆が利用できるものであり、IPR等の特許付与後手続にはない利益を情報提供者（場合によっては特

許出願人）に与えるものです。情報提供者は、特許出願に異議を唱えることができますが、限界やリ

スクがあることも理解しておく必要があります。 

 

上記のように情報提供は有用なツールですが、実際にどれだけの件数の情報提供が行われているの

か等については公表されていませんでした。このような状況下で、第三者による情報提供の利用に関

する 2014年 9月 26日付の統計データが公表されています。以下に、この統計データについて説明

すると共に、情報提供における留意事項とその有効活用について説明します。 
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